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本日の御報告事項

⚫ 「長期脱炭素電源オークション」については、本部会の第11次中間とりまとめにより、初回のオークショ
ンに向けた制度設計が完了したところ。

⚫ 今後、市場管理者である広域機関において、募集要綱の公表等の準備や、来年1月の応札に向
けた事前の参加登録等が行われていくこととなる。

⚫ 本日は、最新のデータに基づき、揚水（リプレース）と蓄電池（新設・リプレース）の上限価格を改
めて算定し、初回オークションの最終的な上限価格を算定したので、御報告させていただく。

第46回容量市場の在り方等に関する
検討会（2023年4月21日）資料４



（参考）長期脱炭素電源オークションの概要
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〈新制度のイメージ〉

固定費 可変費

固定費水準の容量収入
（入札価格 ⇒ 落札価格）

収益の約９割を還付

卸市場・非化石市場等からの収入

落札価格の容量収入を原則20年間得る

②収入の期間

入札

X＋α年X年

建設
運転開始

運転建設 廃止
時間

建設費用、
維持費等

収入

収入は市場動向に左右され
予見可能性が低い

①投資判断時に
収入の水準を
確定させたい

②投資判断時に
長期間の収入を

確定させたい

金額

〈電源投資の課題〉

〈投資判断に必要な要素〉

広域機関
脱炭素電源への新規投資を対象とした入札を実施し

落札電源・落札価格を決定する

応札

〈落札電源の収入〉
①収入の水準

⚫ 近年、既存電源の退出・新規投資の停滞により供給力が低下し、電力需給のひっ迫や卸市場価格の高騰が発生。

⚫ このため、脱炭素電源への新規投資を促進するべく、脱炭素電源への新規投資を対象とした入札制度（名称
「長期脱炭素電源オークション」）を、2023年度から開始予定（初回の応札を2024年1月に実施）。

⚫ 具体的には、脱炭素電源を対象に電源種混合の入札を実施し、落札電源には、固定費水準の容量収入を原則
20年間得られることとすることで、巨額の初期投資の回収に対し、長期的な収入の予見可能性を付与する。

（※）本制度での収入＝落札価格－還付する収益



⚫ 昨年12月の本部会では、揚水のリプレース案件と蓄電池の新設・リプレース案件の上限価格は、
資源エネルギー庁が実施した予算事業にて採択された1万kW以上の蓄電池の新設案件の申請
情報を元に算出することとし、令和３年度予算事業の採択案件の情報を元に上限価格を算定して
いたところ。

１．揚水（リプレース）と蓄電池（新設・リプレース）の上限価格
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第73回制度検討作業部会
（2022年12月21日）資料8



⚫ その上で、本年4月の本部会では、揚水のリプレース案件と蓄電池の新設・リプレース案件の上限価
格は、直近の予算事業にて採択された1万kW以上の蓄電池の新設案件の申請情報を基に設定す
るとしていたところ。

１．揚水（リプレース）と蓄電池（新設・リプレース）の上限価格
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第77回制度検討作業部会
（2023年4月5日）資料3-1



⚫ 今般、資源エネルギー庁が実施した令和4年度の予算事業にて採択された1万kW以上の蓄電池の
新設案件の申請情報を基に、改めて上限価格を算出した。

１．揚水（リプレース）と蓄電池（新設・リプレース）の上限価格
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揚水
（1万kW以上）

蓄電池
（1万kW以上）

新設
100,000円/kW/年

※第十一次中間とりまとめにて提示した
上限価格より変更なし

リプレース
44,863円/kW/年 ÷ 各エリアの運転継続時間3時間の

調整係数

北海道 東北 東京 北陸 中部 関西 中国 四国 九州

57,598 55,308 74,690 56,101 59,738 60,761 56,477 55,826 60,595

蓄電池

モデルプラント※

(名称、定格出力、運転開始年)

令和4年度補正
「再生可能エネルギー導入拡大に資する

分散型エネルギーリソース導入支援事業費補助金」
にて採択された1万kW以上の蓄電池

モデルプラントの平均出力 2.1万kW（運転継続時間3.0時間）

資本費
建設費 25.0万円/kW

廃棄費用 建設費の5％

運転維持費
人件費

0.5万円/kW/年修繕費
その他

※蓄電池は揚水と同様に「安定電源」に区分し、揚水と同じ調整係数を適用すると整理していることから、「揚水のリプレース」と「蓄電池」は、調整係数を反映して上限価格を設定。
※揚水の調整係数は、エリアごと・運転継続時間ごとに設定されているが、上記の予算事業において採択された案件の平均運転継続時間は3.0時間であるため、上限価格の設定にお

いては、エリア毎に3時間の調整係数で除して上限価格を設定。
（参考） 「2023年度供給計画で用いる太陽光・風力・自流式水力・揚水式水力のエリア別調整係数」における、揚水の2032年度の運転継続時間３時間の調整係数（％）

北海道77.9、東北81.1、東京60.1、中部75.1、北陸80.0、関西73.8、中国79.4、四国80.4、九州74.0
（調整係数は、小数点第2位を四捨五入して記載しているが、実際の算定は四捨五入せず算定している。）

※上記の上限価格の諸元



⚫ 初回オークションの上限価格は、実際の入札前に改めて計算予定としていたところ。

⚫ 昨年12月に御議論いただいた上限価格の数値から、物価補正等の更新を行い、改めて計算を行っ
た結果、2023年度初回オークションの上限価格は以下のとおり。

２．2023年度オークションの上限価格
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新設の上限価格 リプレースの上限価格
太陽光 100,000

陸上風力 100,000
洋上風力 100,000
一般水力 72,916 37,319

揚水 100,000 55,308～74,690
蓄電池 55,308～74,690

地熱 100,000
全設備更新型：97,104

地下設備流用型：58,262
バイオマス 100,000
原子力 100,000

水素（10％以上） 48,662
LNG 36,945

＜新設・リプレース＞

上限価格
水素10％以上の混焼にするための改修 100,000

アンモニア20％以上の混焼にするための改修 74,446
バイオマス専焼にするための改修 81,637

＜既設火力の改修＞

（円/kW/年）

（円/kW/年）

※次頁の諸元を元に算定。閾値の10万円/kW/年を超える場合は10万円/kW/年。
※合成メタンは、水素の中に含まれる。

※アンモニアの新設・リプレースは、発電コスト検証において石炭火力と混焼する場合のコストデータしか示されていないこと、
及び、LNGとの混焼による新設・リプレース案件の応札が想定されないことから、今後、必要に応じて設定。（よってそれまでの間は入札できない。）

※CCSは、固定費・可変費の整理など、プロジェクトのコスト構造が未定であるため、今後、明確化した段階で設定
（よってそれまでの間入札はできず、CCSプロジェクトの状況を見つつ、今後必要な議論をする）。



（参考）上限価格の諸元
新設・リプレース 既設火力の改修

太陽光、
陸上風力

地熱
洋上
風力

一般水力
揚水の
新設

揚水のリプ
レース、
蓄電池

バイオ
マス

原子力 LNG
水素
(10%以
上)

水素
（10%以
上）

アンモニア
（20％以
上）

バイオマス

諸元 FIT/FIP制度
再エネ海域
利用法

資源エネルギー庁による
調査

予算事業
採択案件

発電コスト検証
建設費：資源エネルギー庁による調査

その他：発電コスト検証
出力（万kW） ー 16.9 34.2 2.1 0.57 120 85 85 8.5 12 11

所内率 ー 0.1% 0.5% 6.2% 16% 4.0% 2.3% 2.3% 2.3% 5.5% 16%

資
本
費

建設費
（万円/kW）

翌年度の
上限価格
※前項は
2024年度
の太陽光
(地上設置
50kW以上
入札対象
範囲外)の
調達価格・
基準価格

9.2円
/kWhを設
備利用率
18.3％で
円/kW/年
に換算、

2024年度
の陸上風力
14円/kWh
を設備利用
率28.0％
で円/kW/
年に換算

翌年度の
基準価格
※前項は
2024年度
の基準価格
26円/kWh
（新設）、
20円/kWh
（全設備
更新型）、
12円/kWh
（地下設
備流用

型）を設備
利用率

73.9％で
円/kW/年
に換算し、
FIP期間15
年を本制度
の原則的な
制度適用
期間20年

に換算

直近の
公募の

上限価格

※前頁は秋
田県八峰
町・能代市
沖等におけ
る上限価格
19円/kWh
を設備利用
率34.8％
で円/kW/
年に換算

38.2
※新設

12.8
※リプレース

68.1 25.0 42.5

42.7＋
1,464億
円※追加安
全対策費用

17.2 23.1 62.8 22.3 17.5

系統接続費 1,560円/kW ー
廃棄費用 建設費の５％ 802億円 建設費の５％

運
転
維
持
費

固定資産税 1.4%
発電側課金 900円/kW/年

事業税 収入割：1.05％、資本割：0.15％、付加価値割：0.37％

人件費
3.6

億円/年
2.3

億円/年

0.5万円
/kW/年

2.8
万円/kW/

年

23.7

億円/年

6.6
億円/年

6.6億円/
年×混焼
比率10%

4.7億円/
年×混焼
比率20%

2.8
万円/kW/

年

修繕費
0.04万円
/kW/年

0.04万円
/kW/年

1.9％/年
(建設費比

率)

2.4％/年
(建設費比率)

2.4％/年
(建設費比

率)

諸費
0.9万円
/kW/年

0.2万円
/kW/年

100.6

億円/年

1.1％/年
(建設費比率)

2.2％/年
(建設費比

率)

業務分担費

(一般管理費)

12.8％/年
(直接費比

率)

12.0％/年
(直接費比率)

12.2％/年
(直接費比

率)
事業報酬 税引前WACC5%（0年目に建設費を全て支出し、１～20年目に運転維持費が発生する前提で計算）
上限価格 上記合計の1.5倍
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※ 上記は、発電コスト検証のデータ(2020年時点)を基に、2022年（暦年）までの物価変動を総固定資本形成デフレーター（6.94％）により補正した後の数字。一般水力及び揚水の新設
の建設費はモデルプラントの運転開始時期、アンモニアの建設費は2019年を基に、物価変動を同指標の変動率により補正した後の数字。蓄電池、水素の建設費（LNG建設費16.1万円
および燃焼設備の改造費を除く）、バイオマス専焼の建設費、一般水力及び揚水の新設の運転維持費は、直近のデータであり、物価変動の補正は行わない。

※ 上限価格は所内率を考慮し算定している。
※ 系統接続費は、現行の容量市場の上限価格の算定と同額（第38回 容量市場の在り方等に関する検討会 資料4）。
※ 一般水力のリプレース案件の系統接続費は計上しない。
※ 廃棄費用は、21年目に支出する前提で計算。
※ 業務分担費の「直接費比率」とは、「人件費、修繕費、諸費の合計」に対する比率。
※ 既設火力の改修における「建設費比率」の「建設費」は、発電コスト検証における新設時（水素はLNG、アンモニアは石炭）の建設費に、改修の建設費を加算した金額。



（参考）入札価格の監視における２倍の水準の諸元

新設・リプレース 既設火力の改修

太陽光
陸上
風力

地熱
洋上
風力

一般水力
揚水
の新設

揚水のリ
プレース、
蓄電池

バイオ
マス

原子力 LNG
水素
（10%
以上）

水素
（10%
以上）

アンモニア
（20％
以上）

バイオマス

諸元 FIT/FIP制度
再エネ海
域利用法

資源エネルギー庁に
よる調査

補正予算
事業の採
択案件

発電コスト検証
建設費：資源エネルギー庁による調査

その他：発電コスト検証

資
本
費

建設費
（万円
/kW）

13.8 27.1

79
※新設、全設

備更新型

48
※地下設備

流用型

35.4

38.2
※新設

12.8
※リプレース

68.1 25.0 42.5

42.7 
＋

追加安全
対策費用
1,464
億円

17.2 23.1 62.8 22.3 17.5

運
転
維
持
費

人件費

0.5
万円

/kW/年

0.9
万円

/kW/年

3.3
万円

/kW/年

1.2
万円

/kW/年

3.6
億円/年

2.3
億円/年

0.5万円
/kW/年

2.8万円
/kW/年

23.7

億円/年

6.6
億円/年

6.6
億円/年×
対象kW

比率

4.7
億円/年×
対象kW

比率

2.8
万円

/kW/年

修繕費
0.04万円
/kW/年

0.04万円
/kW/年

1.9％/年
(建設費
比率)

2.4％/年
(建設費比率)

2.4％/年
(建設費
比率)

諸費

0.9万円
/kW/年

0.2万円
/kW/年

100.6

億円/年

1.1％/年
(建設費比率)

2.2％/年
(建設費
比率)

業務分
担費

(一般管
理費)

12.8％/
年(直接
費比率)

12.0％/年
(直接費比率)

12.2％/
年(直接
費比率)
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※ 上記は、発電コスト検証のデータ(2020年時点)等を基に、 2022年（暦年）までの物価変動を総固定資本形成デフレーター（6.94％）により補正した後の数字。
※ 太陽光・陸上風力は、「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」で示されている2024年度のFIP基準価格の内訳、洋上風力は、再エネ海域利用法に基づく公募

占用指針に関する供給価格上限額の内訳（対象促進区域：秋田県八峰町・能代市沖、新潟県村上市・胎内市沖、秋田県男鹿市沖・潟上市・秋田市沖）。
※ 業務分担費の「直接費比率」とは、「人件費、修繕費、諸費の合計」に対する比率。
※ 既設火力の改修における「建設費比率」の「建設費」は、発電コスト検証における新設時（水素はLNG、アンモニアは石炭）の建設費に、改修の建設費を加算した金額。

⚫ 入札価格の監視における、建設費等の監視の「発電コスト検証の諸元等の２倍の水準」は、以下の諸元の２
倍の水準となる。


